
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

20190801 株式会社ＫＳＴ（法人番号
6012801016309）代表者藤
本隆

東京都東大和市狭山５
－１６６３－１６

本社 東京都武蔵村山市残堀５
－１３１－３マンション川
島２０３

事業停止（7日間）、輸
送施設の使用停止（261
日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第13条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、平成30年9月4日、同
年9月20日及び同年10月17日並びに同年11月7日、監査を実施。14件の違反が認
められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）乗務等の記録義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条第1項）、（5）乗務等の記録の不実記載違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（6）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、（7）運行記録計による記録の不実記録違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条）、（8）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）、（9）初任運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（10）初任運転者に対する適性診
断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（11）定期
点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（12）運行管
理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、
（13）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23
条第1項）、（14）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

45 45

20190801 株式会社片野運輸（法人番
号6040001043336）代表者
福田雄二

千葉県富里市七栄４６
３－３

本社 千葉県富里市七栄字二
本榎４６３－３

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年1
月8日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

20190805 有限会社飯室（法人番号
1030002100249）代表者飯
室譽

埼玉県川口市大字木曽
呂７６６－６

本社 埼玉県川口市大字木曽
呂７６６－６

事業停止（30日間）、輸
送施設の使用停止（150
日車）

貨物自動車運送事業法
第27条第１項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年7月24日、監査を実施。
14件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（3）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）高齢運転者に対する適性診断受
診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（8）整備管理者の
研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（9）運行管理
者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、
（10）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3
項）、（11）名義貸し（貨物自動車運送事業法第27条第1項）、（12）事業計画の変更
認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（13）事業の健全な発達を阻害
する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2
項）、（14）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

45 45

20190806 有限会社飯田建材店（法人
番号4060002000006）代表
者飯田泉

栃木県宇都宮市芦沼町
１９２７

本社 栃木県宇都宮市芦沼町１
９２７

輸送施設の使用停止
（135日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年1月29日及び同年2月6
日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）初任運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）定期点
検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（9）事業計画
の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（10）報告義務違反（貨
物自動車運送事業報告規則第2条）

14 14

20190806 有限会社秋多運送（法人番
号1013102001624）代表者
岡部達也

東京都あきる野市原小
宮２－３－６

本社 東京都あきる野市原小宮
２－３－６

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業法
第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として令和元年6月19日、
監査を実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨物自動車運送事業法
第17条第3項）

3 3

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和元年８月分）



20190808 株式会社山中運輸（法人番
号2120001016469）代表者
川井一郎

大阪府大阪市城東区永
田２－８－２

関東 埼玉県春日部市樋籠５４
２

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として令和元年5月23日、監
査を実施。3件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

20190820 朝陽運輸株式会社（法人番
号8011101012958）代表者
滝田勝則

東京都新宿区上落合１
－２３－１１－２０２

本社 東京都三鷹市新川５－９
－８

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年11月20日及び12月20
日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）初任・高齢運転者に対する
適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）
運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）

10 10

20190820 日本振興株式会社（法人番
号6010401022710）代表者
田上雄司

東京都港区海岸３－１
９－２

本店 東京都港区海岸３－１－
１４

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年1月24日、監査を実施。9
件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条第1項）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）初任・高齢運転者に対する適性診
断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）定期点
検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（9）運行管理
補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）

10 10

20190820 Ｍ・Ｄトランスポート株式会
社（法人番号
7013101006057）代表者松
村忠夫

東京都青梅市野上町４
－４－５藤村ビル３階

本社 東京都青梅市野上町４－
４－５藤村ビル３階

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年11月27日、監査を実施。
7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（3）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の3）、（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）初任・高齢運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）初任・高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（7）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15
条）

7 7

20190820 有限会社福田運送（法人番
号9011502005147）代表者
福田達男

東京都北区赤羽北２－
１９－１０－１０４

本社 東京都足立区入谷１－２
－１２

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年12月6日及び平成31年1
月23日並びに2月6日、監査を実施。13件の違反が認められた。（1）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）運行記録計による記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）
高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項）、（8）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第13条）、（9）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第15条）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第23条第1項）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第9条第1項）、（12）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9
条第3項）、（13）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

13 13

20190821 南日本運輸倉庫株式会社
（法人番号6011201005310）
代表者大園圭一郎

東京都中野区中野４－
４－１１

埼玉物流セン
ター

埼玉県さいたま市岩槻区
大字長宮１１２８－１

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1
項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として令和元年6
月20日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）高齢運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（3）高齢運転
者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）、（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13
条）

0 0



20190827 株式会社正運社（法人番号
7010401013733）代表者河
合洋造

東京都港区浜松町２－
１３－８

本社 東京都港区海岸３－２８
－１（旧：東京都港区浜松
町２－１３－８）

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年12月12日、監査を実施。5
件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（2）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、（4）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第15条）、（5）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

5 5

20190827 株式会社ライジング（法人
番号4021001039336）代表
者安井美記子

神奈川県平塚市公所４
９５－７

本社 神奈川県平塚市公所４９
５－７

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年12月18日、監査を実施。8
件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条）、（2）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条第1項）、（3）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条）、（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）高齢運転者に対する適性診断受
診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（8）運行管理者の
講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

12 12

20190827 有限会社エッセ・トラスポル
ト（法人番号
8030002091176）代表者白
木久男

埼玉県越谷市大字増林
３０９９－１３

本社 埼玉県越谷市瓦曽根１－
１－３

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年1月9日及び同年1月22
日、監査を実施。16件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）初任運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）定
期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（9）整備
管理者の選任（変更）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、
道路運送車両法第52条）、（10）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第22条）、（11）運行管理者の講習受講義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（12）運行管理補助者の要件違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、（13）事業計画の変更認
可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（14）事業計画事後届出違反（貨
物自動車運送事業法第9条第3項）、（15）報告義務違反（貨物自動車運送事業報
告規則第2条）、（16）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2
条）

17 17

20190827 株式会社中山運輸（法人番
号6040001058219）代表者
中山忠三

千葉県市川市大和田４
－１９－８

本社 千葉県市川市大和田４－
１９－８

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年2
月15日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の記録事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（3）運行記録計による記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（4）運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）運行管理者の
講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（6）事業
計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

3 3

20190827 浜松運輸有限会社（法人番
号7030002060215）代表者
浜松博則

埼玉県志木市上宗岡３
－１－３９

本社 埼玉県志木市上宗岡３－
１－３９

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1
項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年1月17日、監査を実施。
10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）定
期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（10）報告
義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

17 17



20190827 株式会社ケイ・アンド・ユー
（法人番号5011801013746）
代表者宇田川公久

東京都葛飾区西水元６
－３－３

本社 東京都葛飾区西水元６－
３－３

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成31年2月8日及び同年3月6日、監査
を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）初任運転者に対する適性診断受診義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）定期点検整備の
実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（7）事業計画の変更認
可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

10 10

20190827 森ヶ崎運送有限会社（法人
番号6010802014629）代表
者岩田吉裕

東京都大田区大森南３
－２４－４

本社 東京都大田区大森南３－
２４－４

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年2月22日、監査を実施。8
件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項）、（2）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（5）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第13条）、（6）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第15条）、（7）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（8）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）

8 8

20190827 有限会社田原工業（法人番
号3020002089606）代表者
田原和彦

神奈川県川崎市中原区
宮内３－２４－４

本社 神奈川県川崎市中原区
宮内３－２４－４

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成31年1月18日、監査を実施。5件の
違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条）、（3）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条）、（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（5）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第22条）

2 2

20190827 ミズホ運輸株式会社（法人
番号3030001029405）代表
者原潤

埼玉県所沢市中新井１
－１０－１

埼玉 埼玉県所沢市中新井１－
１０－１

輸送施設の使用停止
（240日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年2月15日、監査を実施。
15件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（3）点呼の記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（5）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条第1項）、（6）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条）、（7）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（8）高齢運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）高齢運転者に対する適性診
断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（10）定期
点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（11）整備管
理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（12）運
行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（13）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（14）
報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、（15）運賃及び料金の未届
出（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

24 24

20190827 有限会社エイ・エス・ケイ
（法人番号3012702002311）
代表者吉川和子

東京都東村山市萩山町
２－１６－２６

東久留米 東京都東久留米市柳窪５
－４－１０

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月23日及び同年9月5
日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）運行記録計による記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条）、（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

3 3



20190827 山田運輸有限会社（法人番
号3030002069474）代表者
山田恭輔

埼玉県春日部市増富４
５４－６

本社 埼玉県春日部市増富４５
４－６

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年2月7日、監査を実施。15
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（5）事故の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の2）、（6）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の3）、（7）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（8）初任運転者に対する適性診断受診義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）整備管理者の研修
受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（10）運行管理者の
講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（11）事
故の未報告（貨物自動車運送事業法第24条、自動車事故報告規則第3条第1
項）、（12）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（13）
事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（14）報告義務違
反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、（15）運賃及び料金の未届出（貨物自
動車運送事業報告規則第2条）

14 14

20190827 株式会社アイクリーン（法
人番号3040002091171）代
表者木部隆則

千葉県柏市あけぼの５
－３－２１（旧：千葉県
千葉市花見川区こては
し台１－７－２）

本社 千葉県千葉市花見川区
こてはし台１－７－２

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年1月23日、監査を実施。5
件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条）、（3）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条）、（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（5）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則
第2条）

2 2

20190827 高島運送有限会社（法人番
号9020002024185）代表者
高島太

神奈川県横浜市保土ケ
谷区上菅田町７５８

本社 神奈川県横浜市保土ケ
谷区上菅田町７５８

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業法
第59条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年2月15日及び令和元年6月
3日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の記録事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（2）運転者に対する指導監督違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（3）運行管理者の講習受
講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（4）その他の条
件違反（貨物自動車運送事業法第59条第1項）、（5）報告義務違反（貨物自動車
運送事業報告規則第2条）
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注２ 違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことにより点数が消滅することがあります。（貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について３．（４）但し書き参照）

注１ 事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。


